
保護者記入用

※疥癬（かいせん） 治療開始後　登園可能

※伝染性膿痂疹（とびひ） 皮疹が乾燥しているか、浸潤部位が覆える程度のものであること

新型コロナウイルス 発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで

登園の目安

ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事ができること

RSウイルス感染症 呼吸器症状が消失して、全身状態が良いこと

疾患名

該当欄にレをお願いします。

感染性（ウイルス性）

胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノ）
嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事ができること

手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事ができること

帯状疱疹（ヘルペス） すべての発疹が痂皮化（かさぶた化）してから

下記の感染症について、登園の目安を参照に、かかりつけ医師の診断・指導に従い登園届の提出をお願い

いたします.子どもが、こども園での集団生活に適応できる状態（子どもの全身状態が良好であること）に

回復してから登園するよう、ご配慮ください。

※とびひ・疥癬はこども園において適切な対応が求められる感染症です。場合により受診をすす

めさせてただきます。

登園届

ドレミ認定こども園　園長殿
入所児童名（　　　　　　　　）

医療機関名　「　　　　　　　　　　」　受診日　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　（登園の目安を参照）症状回復日　令和　　年　　月　　日

症状が回復し、集団生活に支障がない状態となりましたので登園致します

　令和　　年　　月　　日保護者名（　　　　　　　　㊞またはサイン）

マイコプラズマ感染症 発熱や激しい咳が治まっていること

溶連菌感染症 抗菌薬内服後、24時間経過していること。解熱し症状が無い事


